
議案５１－１ 

第５１号議案

第２次久留米市立小学校統合基本計画の決定及び久留米市立

小学校の廃止について  

上記の議案を提出する。

令和５年８月２８日

教育長  井  上 謙 介

提案理由

第２次久留米市立小学校統合基本計画【案】について保護者や地域と

協議を重ねた結果、統合を進めること及び統合に関する具体的事項を協

議する統合準備協議会を設置することの了承が得られたため、第２次久

留米市立小学校統合基本計画を決定し、本計画の対象校である、久留米

市立青峰小学校を廃止するものである。  





議案５１－資料１ 

８月定例教育委員会資料 

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ８ 日 

教育部総務学校規模チーム 

久留米市立小学校の学校統合について 

第５１号議案 第２次久留米市立小学校統合基本計画の決定及び 
久留米市立小学校の廃止について 

第５２号議案 久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例 
に係る意見の申出について 

１ 概要 

久留米市立小学校小規模化対応方針（平成 30 年 10 月に策定）に基づき、青

峰小学校・高良内小学校の組み合わせによる統合を実施するため、「第２次久

留米市立小学校統合基本計画」を決定し、青峰小学校を廃止するものです。 

また、市議会９月定例会において、「久留米市立小学校設置条例の一部を改

正する条例」の議案を提案するため、意見の申出をお願いするものです。 

２ 経過の概要 

 市教育委員会では、これまで市長部局と連携を図りながら、対象となる保

護者や地域等への説明会や協議を重ねてきました。 

 このたび、両校の保護者及び校区コミュニティ組織との間で、統合及びそ

のための準備を進めることについて了承を得られたため、統合の基本的な事

項を定める「第２次久留米市立小学校統合基本計画」を決定するものです。 

時 期 経過の概要 

令和 4年 12 月 

令和 5年 2月 

令和 5年 3月 

令和 5年 4月 

～6月 

令和 5年 7月 

～8月 

・青峰小保護者や地域を対象に「今後の青峰小学校の今

後のあり方について」説明会を開催

・第２次久留米市立小学校統合基本計画」【案】を公表

・青峰小及び高良内小の保護者や地域を対象に、説明会

を開催

・青峰小及び高良内小の保護者や地域と協議

・説明会開催、質問意見の募集、個別相談会等を実施し、

統合及びその準備を進めることを了承

・青峰小及び高良内小の保護者や地域から「久留米市立

青峰・高良内小学校統合準備協議会」の委員選出 
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３ 第２次久留米市立小学校統合基本計画の概要 

（１）統合対象校と組み合わせ  

 

統合の対象校 青峰小学校 

統合の組み合わせ 高良内小学校と統合 

 

（２）統合の実施時期 

 

統合の実施時期 令和７年４月１日 

 

（３）統合に向けた取組項目 

 

取組項目 取組の内容 

児童の安全・安心のための取組 

○事前交流の実施 

○スクールカウンセラーの拡充 

○教職員配置の工夫 

○高良内小学校の改修 

○通学路の危険箇所への対応 など 

その他、統合に伴う協議・検討課題 

○通級指導教室    ○学童保育所 

○地域の活性化（跡地の利活用を含む） など 

 

 

４ 統合に向けた準備 

（１）久留米市立青峰・高良内小学校統合準備協議会（仮称） 

   小学校統合を円滑に進めるため、保護者、地域、学校、市教育委員会で

構成する協議会を設置します。 
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（２）協議会での主な検討事項 

   小学校統合準備協議会では、主に以下のような事項について、検討を行

っていきます。 

 

主
な
検
討
事
項 

・ 通学路の安全 

・ 統合前の交流学習、合同行事の実施 

・ 高良内小学校の施設改修 

・ 閉校式等式典行事の実施  など 

 

 

５ 久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例に係る意見の申出について 

（１）改正内容 

   市が学校教育法に基づき設置する小学校について、市立青峰小学校の廃

止に伴い、条例第２条の表を改正するものです。 

 

（２）施行日 

   令和７年４月１日 
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● 参考資料 

１ 統合前後の学級数と児童数について 

   統合前（令和 5年 5 月 1 日現在） 

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計 

青
峰
小 

学級数 1 1 1 1 1 1 6 

児童数 6 6 7 9 10 11 49 (56) 

高
良
内
小 

学級数 3 3 3 3 3 3 18 

児童数 74 90 91 73 84 74 486(513) 

                 ↓ 

   統合後（令和 7 年 5 月 1 日見込み） 

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計 

高
良
内
小 

学級数 3 3 3 3 3 3 18 

児童数 93 90 75 95 96 79 528(546) 

※通常学級の学級数・児童数。 
ただし、合計（）は特別支援学級の児童数を含む全児童数。 

 
 
 

２ 校区概略図  
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 ３ 青峰小・高良内小の概要  

●青峰小学校の概要  ●高良内小学校の概要 

・児童数  56 名（令和 5年 5月 1 日現在） 

・創立年  昭和 48 年 

     （令和 5年度；創立 51 年目） 

・卒業者数 3,496 名（令和 4年度まで） 

・所在地 久留米市青峰 2丁目 7-1 

 ・児童数  513 名（令和 5年 5月 1 日現在） 

・創立年  明治 11 年 

（令和 5年度；創立 145 年目） 

・卒業者数 11,471 名（令和 4年度まで） 

・所在地 久留米市高良内町 523-1 
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は

８
⼈

以
下

の
場

合
）

に
編

制
さ

れ
る

も
の

で
す

。
複

式
学

級
で

は
、

教
員

か
ら

の
直

接
指

導
の

時
間

が
約

半
分

と
な

る
こ

と
や

集
団

に
よ

る
話

し
合

い
が

難
し

い
な

ど
、

教
育

的
な

課
題

が
⼤

き
い

こ
と

か
ら

、
速

や
か

な
対

応
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
 

 久
留

⽶
市

教
育

委
員

会
は

、
⼩

規
模

化
す

る
市

⽴
⼩

学
校

の
課

題
等

に
対

応
す

る
た

め
、

そ
の

基
本

的
な

考
え

⽅
や

⽅
向

性
等

に
つ

い
て

、
平

成
３

０
年

１
０

⽉
に

「
久

留
⽶

市
⽴

⼩
学

校
⼩

規
模

化
対

応
⽅

針
」

を
定

め
ま

し
た

。
 

こ
の

⽅
針

で
は

、
⼩

規
模

校
に

お
け

る
対

応
検

討
の

優
先

順
位

に
つ

い
て

、
既

に
複

式
学

級
が

発
⽣

し
て

い
る

学
校

、
次

に
、

今
後

、
複

式
学

級
の

発
⽣

が
⾒

込
ま

れ
る

学
校

、
そ

し
て

、
望

ま
し

い
学

校
規

模
を

下
回

る
学

校
と

し
、

そ
の

対
応

の
基

本
⽅

策
は

、
学

校
の

統
合

と
し

て
い

ま
す

。
 

 「
第

１
次

久
留

⽶
市

⽴
⼩

学
校

統
合

基
本

計
画

」
で

は
、

こ
の

⽅
針

に
基

づ
き

、
複

式
学

級
が

発
⽣

し
て

い
た

下
⽥

⼩
・

浮
島

⼩
学

校
と

城
島

⼩
学

校
の

統
合

を
進

め
て

い
く

た
め

の
具

体
的

か
つ

基
本

的
な

事
項

に
つ

い
て

定
め

、
令

和
３

年
４

⽉
に

、
久

留
⽶

市
で

初
め

て
と

な
る

⼩
学

校
の

統
合

を
⾏

い
、

複
式

学
級

が
解

消
し

た
と

こ
ろ

で
す

。
 

 「
第

２
次

久
留

⽶
市

⽴
⼩

学
校

統
合

基
本

計
画

」
は

、
令

和
５

年
度

に
複

式
学

級
の

編
制

基
準

に
該

当
し

、
そ

の
後

の
児

童
数

推
計

で
拡

⼤
・

固
定

化
が

⾒
込

ま
れ

る
⻘

峰
⼩

学
校

を
対

象
と

し
て

、
速

や
か

な
学

校
統

合
を

進
め

て
い

く
た

め
、

市
教

育
委

員
会

に
お

い
て

、
統

合
の

組
み

合
わ

せ
や

統
合

ま
で

の
⼿

順
、

実
施

時
期

な
ど

、
具

体
的

か
つ

基
本

的
な

事
項

に
つ

い
て

定
め

る
も

の
で

す
。
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「
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

」
 
新

旧
対

照
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
網
掛
け
部
分
は
修
正
箇
所
 

 

 

当
初

案
 

 

１
 
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

決
定

ま
で

の
手

順
 
 

 こ
の

計
画

【
案

】
の

内
容

は
、

市
教

育
委

員
会

に
お

け
る

現
段

階
で

の
【

案
】

と
な

っ
て

い
ま

す
。

市
教

育
委

員
会

は
、

こ
の

【
案

】
に

基
づ

き
、

統
合

の
対

象
と

な
る

学
校

の
保

護
者

や
地

域
住

⺠
の

⽅
々

等
と

⼗
分

な
協

議
・

調
整

等
を

経
た

上
で

、
計

画
と

し
て

決
定

し
ま

す
。

 

 【
本

計
画

決
定

ま
で

の
手

順
】

 

 

「
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

」
決

定
ま

で
の

手
順

 

本
計

画
【

案
】

の
内

容
等

に
つ

い
て

、
保

護
者

や
地

域
住

⺠
の

⽅
々

等
と

⼗
分

な
協

議
・

調
整

 

↓
 

保
護

者
会

や
地

域
総

会
な

ど
で

統
合

準
備

協
議

会
設

置
を

了
承

 

↓
 

「
第

２
次

久
留

⽶
市

⽴
⼩

学
校

統
合

基
本

計
画

」
を

市
教

育
委

員
会

に
お

い
て

正
式

に
決

定
 

  

２
 
統

合
の

対
象

校
 
 

 「
久

留
⽶

市
⽴

⼩
学

校
⼩

規
模

化
対

応
⽅

針
」

に
基

づ
き

、
速

や
か

に
、

必
要

と
な

る
学

校
規

模
を

確
保

す
る

た
め

に
、

令
和

５
年

度
に

複
式

学
級

を
編

制
す

る
⾒

込
み

で
あ

る
学

校
を

統
合

の
対

象
校

と
し

ま
す

。
 

 【
統

合
の

対
象

校
】

 

 

統
合

の
対

象
校

 
複

式
学

級
編

制
の

状
況

 

⻘
峰

⼩
学

校
 

令
和

５
年

度
よ

り
編

制
す

る
⾒

込
み

 

 

   

修
正

後
 

 

１
 
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

決
定

ま
で

の
手

順
 
 

 こ
の

計
画

は
、

市
教

育
委

員
会

が
、

ま
ず

「
第

２
次

久
留

⽶
市

⽴
⼩

学
校

統
合

基
本

計
画

【
案

】」
を

作
成

し
、

そ
の

【
案

】
に

基
づ

き
、

統
合

の
対

象
と

な
る

学
校

の
保

護
者

や
地

域
住

⺠
の

⽅
々

等
と

⼗
分

な
協

議
・

調
整

等
を

経
た

上
で

、
決

定
し

た
も

の
で

す
。

 

  【
本

計
画

決
定

ま
で

の
手

順
】

 

 

「
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

」
決

定
ま

で
の

手
順

 

計
画

【
案

】
の

内
容

等
に

つ
い

て
、

保
護

者
や

地
域

住
⺠

の
⽅

々
等

と
⼗

分
な

協
議

・
調

整
 

↓
 

保
護

者
会

や
地

域
総

会
な

ど
で

統
合

準
備

協
議

会
設

置
を

了
承

 

↓
 

「
第

２
次

久
留

⽶
市

⽴
⼩

学
校

統
合

基
本

計
画

」
を

市
教

育
委

員
会

に
お

い
て

正
式

に
決

定
 

  

２
 
統

合
の

対
象

校
 
 

 「
久

留
⽶

市
⽴

⼩
学

校
⼩

規
模

化
対

応
⽅

針
」

に
基

づ
き

、
速

や
か

に
、

必
要

と
な

る
学

校
規

模
を

確
保

す
る

た
め

に
、

令
和

５
年

度
に

複
式

学
級

の
編

制
基

準
に

該
当

し
、

そ
の

後
の

児
童

数
推

計
で

拡
⼤

・
固

定
化

が
⾒

込
ま

れ
る

学
校

を
統

合
の

対
象

校
と

し
ま

す
。

 

 【
統

合
の

対
象

校
】

 

 

統
合

の
対

象
校

 
複

式
学

級
編

制
の

状
況

 

⻘
峰

⼩
学

校
 

令
和

５
年

度
よ

り
編

制
基

準
に

該
当
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「
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

」
 
新

旧
対

照
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
網
掛
け
部
分
は
修
正
箇
所
 

 

 

当
初

案
 

３
 
統

合
の

組
み

合
わ

せ
 
 

 よ
り

良
い

教
育

条
件

・
教

育
環

境
を

整
え

る
観

点
か

ら
、

望
ま

し
い

学
校

規
模

が
確

保
さ

れ
る

組
み

合
わ

せ
を

基
本

に
、

隣
接

し
て

い
る

⼩
学

校
及

び
進

学
先

の
中

学
校

区
内

に
あ

る
⼩

学
校

同
⼠

の
組

み
合

わ
せ

と
し

ま
す

。
 

⻘
峰

⼩
学

校
に

隣
接

す
る

⼩
学

校
は

⾼
良

内
⼩

学
校

の
み

と
な

っ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
⻘

峰
⼩

学
校

の
進

学
先

の
中

学
校

は
⾼

牟
礼

中
学

校
で

あ
り

、
同

じ
中

学
校

区
内

に
⾼

良
内

⼩
学

校
も

含
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
統

合
の

組
み

合
わ

せ
校

は
、

⾼
良

内
⼩

学
校

と
し

ま
す

。
 

こ
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

、
１

学
年

が
複

数
の

学
級

で
構

成
さ

れ
る

規
模

で
あ

る
望

ま
し

い
学

校
規

模
が

確
保

さ
れ

る
⾒

込
み

で
す

。
 

 
 

【
統

合
の

組
み

合
わ

せ
】

 

 

統
合

の
対

象
校

 
組

み
合

わ
せ

校
 

⻘
峰

⼩
学

校
 

⾼
良

内
⼩

学
校

 

  

４
 
統

合
の

方
式

、
学

校
の

名
称

及
び

位
置

 
 

 統
合

の
⽅

式
は

、
速

や
か

に
、

よ
り

良
い

教
育

条
件

・
教

育
環

境
を

整
え

る
た

め
に

、
⼤

規
模

な
学

校
施

設
の

整
備

等
を

伴
わ

な
い

編
⼊

統
合

と
し

、
学

校
規

模
や

児
童

等
へ

の
総

合
的

な
影

響
、

開
校

の
経

過
等

も
踏

ま
え

、
現

在
の

⾼
良

内
⼩

学
校

の
校

舎
を

使
⽤

し
ま

す
。

 

し
た

が
っ

て
、

統
合

後
の

学
校

の
名

称
及

び
位

置
は

、
編

⼊
先

の
学

校
の

現
⾏

ど
お

り
と

し
ま

す
。

 

 【
統

合
の

方
式

、
統

合
後

の
学

校
の

名
称

及
び

位
置

】
 

 

統
合

の
方

式
 

統
合

後
の

学
校

 

名
称

 
位

置
 

編
⼊

統
合

 
⾼

良
内

⼩
学

校
 

久
留

⽶
市

⾼
良

内
町

５
２

３
番

地
１

 
   

修
正

後
 

３
 
統

合
の

組
み

合
わ

せ
 
 

 よ
り

良
い

教
育

条
件

・
教

育
環

境
を

整
え

る
観

点
か

ら
、

望
ま

し
い

学
校

規
模

が
確

保
さ

れ
る

組
み

合
わ

せ
を

基
本

に
、

隣
接

し
て

い
る

⼩
学

校
及

び
進

学
先

の
中

学
校

区
内

に
あ

る
⼩

学
校

同
⼠

の
組

み
合

わ
せ

と
し

ま
す

。
 

⻘
峰

⼩
学

校
に

隣
接

す
る

⼩
学

校
は

⾼
良

内
⼩

学
校

の
み

と
な

っ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
⻘

峰
⼩

学
校

の
進

学
先

の
中

学
校

は
⾼

牟
礼

中
学

校
で

あ
り

、
同

じ
中

学
校

区
内

に
⾼

良
内

⼩
学

校
も

含
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
統

合
の

組
み

合
わ

せ
校

は
、

⾼
良

内
⼩

学
校

と
し

ま
す

。
 

こ
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

、
１

学
年

が
複

数
の

学
級

で
構

成
さ

れ
る

規
模

で
あ

る
望

ま
し

い
学

校
規

模
が

確
保

さ
れ

る
⾒

込
み

で
す

。
 

 
 

【
統

合
の

組
み

合
わ

せ
】

 

 

統
合

の
対

象
校

 
組

み
合

わ
せ

校
 

⻘
峰

⼩
学

校
 

⾼
良

内
⼩

学
校

 

  

４
 
統

合
の

方
式

、
学

校
の

名
称

及
び

位
置

 
 

 統
合

の
⽅

式
は

、
速

や
か

に
、

よ
り

良
い

教
育

条
件

・
教

育
環

境
を

整
え

る
た

め
に

、
⼤

規
模

な
学

校
施

設
の

整
備

等
を

伴
わ

な
い

編
⼊

統
合

と
し

、
学

校
規

模
や

児
童

等
へ

の
総

合
的

な
影

響
、

開
校

の
経

過
等

も
踏

ま
え

、
現

在
の

⾼
良

内
⼩

学
校

の
校

舎
を

使
⽤

し
ま

す
。

 

し
た

が
っ

て
、

統
合

後
の

学
校

の
名

称
及

び
位

置
は

、
編

⼊
先

の
学

校
の

現
⾏

ど
お

り
と

し
ま

す
。

 

 【
統

合
の

方
式

、
統

合
後

の
学

校
の

名
称

及
び

位
置

】
 

 

統
合

の
方

式
 

統
合

後
の

学
校

 

名
称

 
位

置
 

編
⼊

統
合

 
⾼

良
内

⼩
学

校
 

久
留

⽶
市

⾼
良

内
町

５
２

３
番

地
１
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「
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

」
 
新

旧
対

照
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
網
掛
け
部
分
は
修
正
箇
所
 

 

 

当
初

案
 

５
 
統

合
の

進
め

方
 
 

 

具
体

的
に

調
整

す
べ

き
事

項
や

円
滑

な
統

合
に

向
け

て
⾏

っ
て

お
く

べ
き

準
備

等
の

検
討

（
事

前
交

流
の

実
施

な
ど

）
に

つ
い

て
は

、
本

計
画

決
定

後
、

学
校

、
保

護
者

、
地

域
住

⺠
の

⽅
々

等
で

構
成

す
る

統
合

準
備

協
議

会
を

設
置

し
て

進
め

ま
す

。
 

 【
統

合
の

進
め

方
】

 

      
 

 
＜

イ
メ

ー
ジ

図
＞

 

             ６
 
統

合
の

実
施

時
期

 
 

  
統

合
の

実
施

時
期

は
、

令
和

７
年

４
⽉

１
⽇

を
⽬

指
し

ま
す

。
 

本
計

画
決

定
後

、
統

合
に

か
か

る
学

校
同

⼠
の

児
童

や
教

職
員

等
に

よ
る

事
前

交
流

等
の

実
施

の
ほ

か
、

統
合

準
備

協
議

会
で

の
具

体
的

な
協

議
・

調
整

等
を

⾏
う

た
め

に
、

⼀
の

年
度

を
確

保
し

た
上

で
、

統
合

を
実

施
し

ま
す

。
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の
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方
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（
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⽅
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⾏
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⽅
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⽇
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⼠
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け
部
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初

案
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的
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手
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や

ス
ケ
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（
予

定
）
】

 

 

具
体

的
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手
順
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ケ
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）
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年
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計

画
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案
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護
者
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の

⽅
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等
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協
議

 

Ｒ
５

年
７

⽉
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地
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会
な

ど
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準
備
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設

置
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承
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⽉
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育
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員
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画
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⼩
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設
置
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正
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⽬
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り
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⼩
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○
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０
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1
 

1
0
7
 

1
0
 

5
6
4
 

2
2
 

H
7
 

4
4
4
 

1
4
 

7
9
8
 

2
2
 

R
2
 

9
0
 

9
 

5
5
1
 

2
2
 

H
8
 

4
2
0
 

1
4
 

7
6
8
 

2
2
 

R
3
 

7
7
 

8
 

5
4
4
 

2
1
 

H
9
 

3
9
6
 

1
4
 

7
2
8
 

2
0
 

 
R
4
 

6
4
 

8
 

5
3
4
 

2
3
 

H
1
0
 

3
7
8
 

1
3
 

6
9
8
 

2
0
 

 
R
5
 

5
6
 

8
 

5
1
3
 

2
3
 

H
1
1
 

3
5
9
 

1
3
 

6
7
0
 

2
0
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「
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

」
 
新

旧
対

照
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
網
掛
け
部
分
は
修
正
箇
所
 

 

  

当
初

案
 

 
 

 

（
２

）
青

峰
小

・
高

良
内

小
学

校
に

お
け

る
児

童
数

の
推

移
グ

ラ
フ

 

 

⻘
峰

⼩
学

校
と

⾼
良

内
⼩

学
校

と
も

に
、

中
・

⻑
期

的
に

は
今

後
も

児
童

数
の

減
少

傾
向

は
続

く
も

の
と

推
計

さ
れ

ま
す

。
 

  

                 

  凡
例

）
 

 
 

・
⾼

良
内

⼩
学

校
；

―
●

―
 

 
 

・
⻘

峰
⼩

学
校

；
 

―
▲

―
 

 
 

 

         

 

修
正

後
 

 
 

 （
２

）
青

峰
小

・
高

良
内

小
学

校
に

お
け

る
児

童
数

の
推

移
グ

ラ
フ

 

 

⻘
峰

⼩
学

校
と

⾼
良

内
⼩

学
校

と
も

に
、

中
・

⻑
期

的
に

は
今

後
も

児
童

数
の

減
少

傾
向

は
続

く
も

の
と

推
計

さ
れ

ま
す

。
 

                     凡
例

）
 

 
・

⾼
良

内
⼩

学
校

；
―

●
―

 

 
・

⻘
峰

⼩
学

校
；

 
―

▲
―

 
 

 
 

   

      

児
童
数
 

（
人
）
 

年
度
 

高
良
内
小
 

青
峰

小
 

高
良

内
小
 

青
峰

小
 

年
度
 

児
童
数
 

（
人
）
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「
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

」
 
新

旧
対

照
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
網
掛
け
部
分
は
修
正
箇
所
 

 

  

当
初

案
 

２
 
統

合
の

組
み

合
わ

せ
に

つ
い

て
 
 

 

統
合

の
組

み
合

わ
せ

校
を

検
討

す
る

に
あ

た
っ

て
は

、
よ

り
良

い
教

育
条

件
・

教
育

環
境

を
整

え
る

観
点

か
ら

、
望

ま
し

い
学

校
規

模
が

確
保

さ
れ

る
組

み
合

わ
せ

を
基

本
に

、
隣

接
し

て
い

る
⼩

学
校

及
び

進
学

先
の

中
学

校
区

内
に

あ
る

⼩
学

校
同

⼠
の

組
み

合
わ

せ
等

を
踏

ま
え

て
検

討
し

ま
し

た
。

 

⻘
峰

⼩
学

校
に

隣
接

す
る

⼩
学

校
は

⾼
良

内
⼩

学
校

の
み

と
な

っ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
⻘

峰
⼩

学
校

の
進

学
先

の
中

学
校

は
⾼

牟
礼

中
学

校
で

あ
り

、
同

じ
中

学
校

区
内

に
⾼

良
内

⼩
学

校
も

含
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
統

合
の

組
み

合
わ

せ
校

は
、

⾼
良

内
⼩

学
校

と
し

ま
す

。 
こ

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
、

１
学

年
が

複
数

の
学

級
で

構
成

さ
れ

る
規

模
で

あ
る

望
ま

し
い

学
校

規
模

が
確

保
さ

れ
る

⾒
込

み
で

す
。

 

 （
１

）
各

学
校

の
児

童
数

・
学

級
数

の
現

状
 

 

統
合

の
対

象
校

で
あ

る
⻘

峰
⼩

学
校

と
組

み
合

わ
せ

校
で

あ
る

⾼
良

内
⼩

学
校

に
お

け
る

児
童

数
・

学
級

数
の

現
状

は
、

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

 ①
青

峰
小

学
校

 

 
１

年
生

 
２

年
生

 
３

年
生

 
４

年
生

 
５

年
生

 
６

年
生

 
合

計
 

学
級

数
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

6
 

児
童

数
 

7
 
 

9
 

9
 

1
1
 

1
2
 

7
 

5
5
 

1
学

級
当

り
の

児
童

数
 

7
 

9
 

9
 

1
1
 

1
2
 

7
 

9
.
1
 
 

 ②
高

良
内

小
学

校
 

 
１

年
生

 
２

年
生

 
３

年
生

 
４

年
生

 
５

年
生

 
６

年
生

 
合

計
 

学
級

数
 

3
 
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

児
童

数
 

9
1
 
 

9
1
 

7
1
 

8
6
 

7
3
 

9
4
 

5
0
6
 

1
学

級
当

り
の

児
童

数
 

3
0
 

3
0
 

2
4
 

2
9
 

2
4
 

3
1
 

2
8
.
1
 

 

注
）

 

・
令

和
４

年
５

⽉
１

⽇
現

在
の

各
学

校
の

児
童

数
・

学
級

数
（

通
常

学
級

の
み

）
 

 
・

１
学

級
当

り
の

児
童

数
の

合
計

欄
は

平
均

値
を

表
し

ま
す

 

 
・

１
年

⽣
か

ら
３

年
⽣

ま
で

は
１

学
級

３
５

⼈
編

制
と

な
っ

て
い

ま
す

 

 
 

（
令

和
６

年
度

ま
で

に
段

階
的

に
実

施
さ

れ
ま

す
）

 

  

 

修
正

後
 

２
 
統

合
の

組
み

合
わ

せ
に

つ
い

て
 
 

 

統
合

の
組

み
合

わ
せ

校
を

検
討

す
る

に
あ

た
っ

て
は

、
よ

り
良

い
教

育
条

件
・

教
育

環
境

を
整

え
る

観
点

か
ら

、
望

ま
し

い
学

校
規

模
が

確
保

さ
れ

る
組

み
合

わ
せ

を
基

本
に

、
隣

接
し

て
い

る
⼩

学
校

及
び

進
学

先
の

中
学

校
区

内
に

あ
る

⼩
学

校
同

⼠
の

組
み

合
わ

せ
等

を
踏

ま
え

て
検

討
し

ま
し

た
。

 

⻘
峰

⼩
学

校
に

隣
接

す
る

⼩
学

校
は

⾼
良

内
⼩

学
校

の
み

と
な

っ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
⻘

峰
⼩

学
校

の
進

学
先

の
中

学
校

は
⾼

牟
礼

中
学

校
で

あ
り

、
同

じ
中

学
校

区
内

に
⾼

良
内

⼩
学

校
も

含
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
統

合
の

組
み

合
わ

せ
校

は
、

⾼
良

内
⼩

学
校

と
し

ま
す

。
 

こ
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

、
１

学
年

が
複

数
の

学
級

で
構

成
さ

れ
る

規
模

で
あ

る
望

ま
し

い
学

校
規

模
が

確
保

さ
れ

る
⾒

込
み

で
す

。
 

 （
１

）
各

学
校

の
児

童
数

・
学

級
数

の
現

状
 

 

統
合

の
対

象
校

で
あ

る
⻘

峰
⼩

学
校

と
組

み
合

わ
せ

校
で

あ
る

⾼
良

内
⼩

学
校

に
お

け
る

児
童

数
・

学
級

数
の

現
状

は
、

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

 ①
青

峰
小

学
校

 

 
１

年
生

 
２

年
生

 
３

年
生

 
４

年
生

 
５

年
生

 
６

年
生

 
合

計
 

学
級

数
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

6
 

児
童

数
 

6
 

6
 

7
 

9
 

1
0
 

1
1
 

4
9
 

1
学

級
当

り
の

児
童

数
 

6
 

6
 

7
 

9
 

1
0
 

1
1
 

8
 

 ②
高

良
内

小
学

校
 

 
１

年
生

 
２

年
生

 
３

年
生

 
４

年
生

 
５

年
生

 
６

年
生

 
合

計
 

学
級

数
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

児
童

数
 

7
4
 

9
0
 

9
1
 

7
3
 

8
4
 

7
4
 

4
8
6
 

1
学

級
当

り
の

児
童

数
 

2
5
 

3
0
 

3
0
 

2
4
 

2
8
 

2
5
 

2
7
 

 

注
）

 

・
令

和
５

年
５

⽉
１

⽇
現

在
の

各
学

校
の

児
童

数
・

学
級

数
（

通
常

学
級

の
み

）
 

 
・

１
学

級
当

り
の

児
童

数
は

平
均

値
を

表
し

ま
す

 

 
・

１
年

⽣
か

ら
４

年
⽣

ま
で

は
１

学
級

３
５

⼈
編

制
と

な
っ

て
い

ま
す

 

 
 

（
令

和
７

年
度

ま
で

に
全

学
年

で
段

階
的

に
実

施
さ

れ
ま

す
）

 

 
・

⻘
峰

⼩
学

校
２

，
３

年
⽣

は
、

複
式

学
級

の
編

制
基

準
に

該
当

し
て

い
ま

す
が

、
県

の
特

例
的

な
教

員
の

加
配

措
置

に
よ

り
回

避
し

て
い

ま
す
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「
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

」
 
新

旧
対

照
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
網
掛
け
部
分
は
修
正
箇
所
 

 

  

当
初

案
 

（
２

）
校

区
図

 

 

⻘
峰

⼩
学

校
か

ら
隣

接
す

る
⾼

良
内

⼩
学

校
ま

で
の

学
校

か
ら

学
校

ま
で

の
距

離
と

時
間

は
、

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

 

 

               注
）

 

・
距

離
は

、
⻘

峰
⼩

学
校

か
ら

⾼
良

内
⼩

学
校

ま
で

の
実

際
の

道
路

上
で

計
測

し
た

距
離

を
表

し
て

い
ま

す
 

・
時

間
は

、
児

童
の

徒
歩

に
よ

る
時

間
（

１
分

間
＝

６
０

ｍ
）

を
表

し
て

い
ま

す
 

 

  

          

 

 

修
正

後
 

（
２

）
校

区
図

 

 

⻘
峰

⼩
学

校
か

ら
隣

接
す

る
⾼

良
内

⼩
学

校
ま

で
の

学
校

か
ら

学
校

ま
で

の
距

離
と

時
間

は
、

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

 

 

               注
）

 

・
距

離
は

、
⻘

峰
⼩

学
校

か
ら

⾼
良

内
⼩

学
校

ま
で

の
実

際
の

道
路

上
で

計
測

し
た

距
離

を
表

し
て

い
ま

す
 

・
時

間
は

、
児

童
の

徒
歩

に
よ

る
時

間
（

１
分

間
＝

６
０

ｍ
）

を
表

し
て

い
ま

す
 

             

 

⾼
良

内
⼩

学
校

 

⻘
峰

⼩
学

校
 

⾼
牟

礼
中

学
校

 

明
星

中
学

校
 

距
離

︓
約

１
．

５
㎞

 
徒

歩
︓

約
２

５
分

 

⾼
良

内
⼩

学
校

 

⻘
峰

⼩
学

校
 

⾼
牟

礼
中

学
校

 

明
星

中
学

校
 

距
離

︓
約

１
．

５
㎞

 
徒

歩
︓

約
２

５
分
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「
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

」
 
新

旧
対

照
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
網
掛
け
部
分
は
修
正
箇
所
 

 

 

当
初

案
 

３
 
青

峰
小

・
高

良
内

小
学

校
の

児
童

数
・

学
級

数
の

推
計

に
つ

い
て

 
 

＊
R
4
.
5
.
1

現
在

の
推

計
値

（
統

合
を

実
施

し
な

か
っ

た
場

合
）

で
す

 

＊
過

去
５

年
間

の
増

減
を

加
味

し
て

推
計

し
た

も
の

で
す

 

 ①
青
峰
小
学
校
（
小
規
模
校
）
 

 
１

年
生

 
２

年
生

 
３

年
生

 
４

年
生

 
５

年
生

 
６

年
生

 
合
計
 

R
4
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

6
 

7
 

9
 

9
 

1
1
 

1
2
 

7
 

5
5
(
6
4
)
 

R
5
 

1
 

複
式

学
級

 
1
 

1
 

1
 

5
 

8
 

6
 

8
 

9
 

1
0
 

1
2
 

5
3
(
5
9
)
 

R
6
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

9
 

7
 

5
 

8
 

8
 

1
0
 

4
7
(
4
9
)
 

R
7
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

7
 

8
 

6
 

5
 

7
 

8
 

4
1
(
4
3
)
 

R
8
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

6
 

6
 

7
 

6
 

4
 

7
 

3
6
(
3
7
)
 

R
9
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

4
 

5
 

5
 

7
 

5
 

4
 

3
0
(
3
0
)
 

R
1
0
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

6
 

4
 

4
 

5
 

6
 

5
 

3
0
(
3
0
)
 

②
高
良
内
小
学
校
 

 
１

年
生

 
２

年
生

 
３

年
生

 
４

年
生

 
５

年
生

 
６

年
生

 
合
計
 

R
4
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

9
1
 

9
1
 

7
1
 

8
6
 

7
3
 

9
4
 

5
0
6
(
5
3
4
)
 

R
5
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

2
 

1
7
 

7
3
 

8
9
 

8
9
 

7
2
 

8
3
 

7
3
 

4
7
9
(
5
0
3
)
 

R
6
 

3
 

3
 

3
 

3
 

2
 

3
 

1
7
 

8
0
 

7
1
 

8
7
 

9
0
 

7
0
 

8
3
 

4
8
1
(
4
9
7
)
 

R
7
 

3
 

3
 

2
 

3
 

3
 

2
 

1
6
 

8
6
 

7
8
 

6
9
 

8
8
 

8
7
 

7
0
 

4
7
8
(
4
9
0
)
 

R
8
 

3
 

3
 

3
 

2
 

3
 

3
 

1
7
 

7
5
 

8
4
 

7
6
 

7
0
 

8
5
 

8
7
 

4
7
7
(
4
8
5
)
 

R
9
 

3
 

3
 

3
 

3
 

2
 

3
 

1
7
 

8
1
 

7
3
 

8
2
 

7
7
 

6
8
 

8
5
 

4
6
6
(
4
6
8
)
 

R
1
0
 

2
 

3
 

3
 

3
 

3
 

2
 

1
6
 

6
9
 

7
9
 

7
1
 

8
3
 

7
5
 

6
8
 

4
4
5
(
4
4
5
)
 

注
）

 

・
上

段
；

学
級

数
 

下
段

；
児

童
数

 
 

 

修
正

後
 

３
 
青

峰
小

・
高

良
内

小
学

校
の

児
童

数
・

学
級

数
の

推
計

に
つ

い
て

 
 

＊
R
5
.
5
.
1

現
在

の
推

計
値

（
統

合
を

実
施

し
な

か
っ

た
場

合
）

で
す

 

＊
過

去
５

年
間

の
増

減
を

加
味

し
て

推
計

し
た

も
の

で
す

 

 

①
青
峰
小
学
校
（
小
規
模
校
）
 

 
１

年
生

 
２

年
生

 
３

年
生

 
４

年
生

 
５

年
生

 
６

年
生

 
合
計
 

R
5
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

6
 

6
 

6
 

7
 

9
 

1
0
 

1
1
 

4
9
(
5
6
)
 

R
6
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

1
0
 

5
 

5
 

7
 

8
 

1
0
 

4
5
(
4
7
)
 

R
7
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

8
 

9
 

4
 

5
 

6
 

8
 

4
0
(
4
2
)
 

R
8
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

5
 

7
 

8
 

4
 

4
 

6
 

3
4
(
3
5
)
 

R
9
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

5
 

4
 

6
 

8
 

4
 

4
 

3
1
(
3
2
)
 

R
1
0
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

8
 

4
 

3
 

6
 

7
 

4
 

3
2
(
3
3
)
 

R
1
1
 

1
 

複
式

学
級

 
複

式
学

級
 

1
 

4
 

8
 

7
 

3
 

3
 

5
 

7
 

3
3
(
3
3
)
 

②
高
良
内
小
学
校
 

 
１

年
生

 
２

年
生

 
３

年
生

 
４

年
生

 
５

年
生

 
６

年
生

 
合
計
 

R
5
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

7
4
 

9
0
 

9
1
 

7
3
 

8
4
 

7
4
 

4
8
6
(
5
1
3
)
 

R
6
 

3
 

3
 

3
 

3
 

2
 

3
 

1
8
 

8
3
 

7
2
 

8
9
 

9
2
 

7
1
 

8
4
 

4
9
1
(
5
1
0
)
 

R
7
 

3
 

3
 

2
 

3
 

3
 

2
 

1
8
 

8
5
 

8
1
 

7
1
 

9
0
 

9
0
 

7
1
 

4
8
8
(
5
0
4
)
 

R
8
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

8
5
 

8
3
 

8
0
 

7
2
 

8
8
 

9
0
 

4
9
8
(
5
1
1
)
 

R
9
 

3
 

3
 

3
 

3
 

2
 

3
 

1
7
 

8
0
 

8
3
 

8
2
 

8
1
 

7
0
 

8
8
 

4
8
4
(
4
9
0
)
 

R
1
0
 

2
 

3
 

3
 

3
 

3
 

2
 

1
7
 

7
5
 

7
8
 

8
2
 

8
3
 

7
9
 

7
0
 

4
6
7
(
4
6
9
)
 

R
1
1
 

2
 

3
 

3
 

3
 

3
 

2
 

1
8
 

7
9
 

7
3
 

7
7
 

8
3
 

8
1
 

7
9
 

4
7
2
(
4
7
2
)
 

注
）

 

・
上

段
；

学
級

数
 

下
段

；
児

童
数

 

議案５１―資料１９ 



「
第

２
次

久
留

米
市

立
小

学
校

統
合

基
本

計
画

」
 
新

旧
対

照
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
網
掛
け
部
分
は
修
正
箇
所
 

 

  

当
初

案
 

・
児

童
数

の
合

計
(
)

は
特

別
⽀

援
学

級
在

籍
児

童
数

を
含

む
場

合
で

す
 

・
過

去
５

年
間

に
１

学
年

が
上

が
る

ご
と

の
児

童
数

の
増

減
値

の
平

均
を

増
減

率
と

し
 

て
算

出
し

て
い

ま
す

 

・
学

級
数

は
、

通
常

学
級

の
み

を
対

象
と

し
て

い
ま

す
 

・
R
7

年
度

か
ら

は
全

学
年

で
１

学
級

３
５

⼈
編

制
と

な
り

ま
す

（
R
6

年
度

ま
で

は
段

階
的

に
実

施
さ

れ
ま

す
）

 

・
隣

り
合

う
２

つ
の

学
年

の
児

童
数

の
合

計
が

、
第

1
学

年
を

含
む

場
合

は
８

⼈
以

下
、

そ
れ

以
外

の
学

年
で

は
、

１
６

⼈
以

下
で

複
式

学
級

編
制

と
な

り
ま

す
 

 

【
参
考
】
統
合
し
た
場
合
の
児
童
数
（
①
＋
②
）
 

 
１

年
生

 
２

年
生

 
３

年
生

 
４

年
生

 
５

年
生

 
６

年
生

 
合
計
 

R
4
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

9
8
 

1
0
0
 

8
0
 

9
7
 

8
5
 

1
0
1
 

5
6
1
(
5
9
8
)
 

R
5
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

8
1
 

9
5
 

9
7
 

8
1
 

9
3
 

8
5
 

5
3
2
(
5
6
2
)
 

R
6
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

8
9
 

7
8
 

9
2
 

9
8
 

7
8
 

9
3
 

5
2
8
(
5
4
6
)
 

R
7
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

9
3
 

8
6
 

7
5
 

9
3
 

9
4
 

7
8
 

5
1
9
(
5
3
3
)
 

R
8
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

8
1
 

9
0
 

8
3
 

7
6
 

8
9
 

9
4
 

5
1
3
(
5
2
2
)
 

R
9
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

8
5
 

7
8
 

8
7
 

8
4
 

7
3
 

8
9
 

4
9
6
(
4
9
8
)
 

R
1
0
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

7
5
 

8
3
 

7
5
 

8
8
 

8
1
 

7
3
 

4
7
5
(
4
7
5
)
 

 注
）

 

・
上

段
；

学
級

数
 

・
下

段
；

児
童

数
 

 

・
児

童
数

の
合

計
(
)

は
特

別
⽀

援
学

級
在

籍
児

童
数

を
含

む
場

合
で

す
 

・
学

級
数

は
、

通
常

学
級

の
み

を
対

象
と

し
て

い
ま

す
 

・
R
4
.
5
.
1

現
在

の
推

計
値

で
す

 

・
R
7

年
度

か
ら

は
全

学
年

で
１

学
級

３
５

⼈
編

制
と

な
り

ま
す

（
R
6

年
度

ま
で

は
段

階
的

に
実

施
さ

れ
ま

す
）

 

   

 

修
正

後
 

・
児

童
数

の
合

計
(
)

は
特

別
⽀

援
学

級
在

籍
児

童
数

を
含

む
場

合
で

す
 

・
過

去
５

年
間

に
１

学
年

が
上

が
る

ご
と

の
児

童
数

の
増

減
数

か
ら

増
減

率
を

算
出

し
、

こ
れ

を
掛

け
て

推
計

し
て

い
ま

す
 

・
学

級
数

は
、

通
常

学
級

の
み

を
対

象
と

し
て

い
ま

す
 

・
R
7

年
度

か
ら

は
全

学
年

で
１

学
級

３
５

⼈
編

制
と

な
り

ま
す

（
R
7

年
度

ま
で

に
段

階
的

に
実

施
さ

れ
ま

す
）

 

・
隣

り
合

う
２

つ
の

学
年

の
児

童
数

の
合

計
が

、
第

1
学

年
を

含
む

場
合

は
８

⼈
以

下
、

そ
れ

以
外

の
学

年
で

は
、

１
６

⼈
以

下
で

複
式

学
級

編
制

と
な

り
ま

す
 

 

【
参
考
】
統
合
し
た
場
合
の
児
童
数
（
①
＋
②
）
 

 
１

年
生

 
２

年
生

 
３

年
生

 
４

年
生

 
５

年
生

 
６

年
生

 
合
計
 

R
5
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

8
0
 

9
6
 

9
8
 

8
2
 

9
4
 

8
5
 

5
3
5
(
5
6
9
)
 

R
6
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

9
3
 

7
7
 

9
4
 

9
9
 

7
9
 

9
4
 

5
3
6
(
5
5
7
)
 

R
7
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

9
3
 

9
0
 

7
5
 

9
5
 

9
6
 

7
9
 

5
2
8
(
5
4
6
)
 

R
8
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

9
0
 

9
0
 

8
8
 

7
6
 

9
2
 

9
6
 

5
3
2
(
5
4
6
)
 

R
9
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

8
5
 

8
7
 

8
8
 

8
9
 

7
4
 

9
2
 

4
9
6
(
5
2
2
)
 

R
1
0
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

8
3
 

8
2
 

8
5
 

8
9
 

8
6
 

7
4
 

4
9
9
(
5
0
2
)
 

R
1
1
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
8
 

8
7
 

8
0
 

8
0
 

8
6
 

8
6
 

8
6
 

5
0
5
(
5
0
5
)
 

 

注
）

 

・
上

段
；

学
級

数
 

・
下

段
；

児
童

数
 

 

・
児

童
数

の
合

計
(
)

は
特

別
⽀

援
学

級
在

籍
児

童
数

を
含

む
場

合
で

す
 

・
学

級
数

は
、

通
常

学
級

の
み

を
対

象
と

し
て

い
ま

す
 

・
R
5
.
5
.
1

現
在

の
推

計
値

で
す

 

・
R
7

年
度

か
ら

は
全

学
年

で
１

学
級

３
５

⼈
編

制
と

な
り

ま
す

（
R
7

年
度

ま
で

に
段

階
的

に
実

施
さ

れ
ま

す
）

 

  

議案５１―資料２０ 



議案５２－１ 

第５２号議案

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例に係る意見

の申出について  

上記の議案を提出する。

令和５年８月２８日

教育長  井  上 謙 介

提案理由

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例について、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９

条の規定に基づき、市長から意見を求められたものである。  



議案５２－２ 

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例に係る意見の

申出について  

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例について、別紙のと

おり市議会に提出することに同意する。  



議案５２－３ 

第   号議案

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和５年  月  日

久留米市長  原 口 新 五

提案理由

 久留米市立青峰小学校を久留米市立高良内小学校に統合することに伴

い、条例の一部を改正しようとするものである。  



議案５２－４ 

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例

久留米市立小学校設置条例（昭和３９年久留米市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。  

第２条の表中

「

〃   青峰小学校 〃 青峰二丁目７番１号

〃   津福小学校 〃 津福今町４７２番地３１

」

を

「

〃   津福小学校 〃 津福今町４７２番地３１

」

に改める。

 附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。



久
留
米
市
立
小
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
３
９
年
久
留
米
市
条
例
第
１
３
号
）
新
旧
対
照
表

 

現
行

 
改
正
後
（
案
）

 

（
設
置
）

 

第
１
条

 
略

 

（
名
称
及
び
位
置
）

 

第
２
条

 
本
市
の
区
域
内
の
小
学
校
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称

 
位
置

 

略
 

略
 

〃
青
峰
小
学
校

 
〃

青
峰
二
丁
目
７
番
１
号

 

〃
津
福
小
学
校

 
〃

津
福
今
町
４
７
２
番
地
３
１

 

略
 

略
 

附
 
則

 
略

 

附
 
則
（
令
和
２
年
６
月
３
０
日
条
例
第
３
４
号
）

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
設
置
）

 

第
１
条

 
略

 

（
名
称
及
び
位
置
）

 

第
２
条

 
本
市
の
区
域
内
の
小
学
校
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称

 
位
置

 

略
 

略
 

〃
津
福
小
学
校

 
〃

津
福
今
町
４
７
２
番
地
３
１

 

略
 

略
 

附
 
則

 
略

 

附
 
則
（
令
和
２
年
６
月
３
０
日
条
例
第
３
４
号
）

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

議案５２―資料１  





議案５３－１ 

第５３号議案

令和５年度教育費８月補正予算（第６号）の専決処分に

係る意見の申出の臨時代理について  

上記の議案を提出する。

令和５年８月２８日

教育長  井  上 謙 介

提案理由

 令和５年度教育費８月補正予算（第６号）の専決処分について、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第２９条の規定に基づき、市長から意見を求められたものである

が、特に緊急を要し教育委員会を開催する時間的余裕がないため、久

留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和３９年久留米市

教育委員会規則第１２号）第３条の規定により、教育長において臨時

に代理したので報告し、承認を求めようとするものである。  



議案５３－２ 

 

令和５年度教育費８月補正予算（第６号）の専決処分に  

係る意見の申出の臨時代理について  

 

令和５年度教育費８月補正予算（第６号）の専決処分に係る意見の

申出について、別紙のとおり教育長により臨時に代理したので報告し、

承認を求める。  

 



議案５３－３ 

令和５年度教育費８月補正予算（第６号）の専決処分に

係る意見の申出について  

 令和５年度教育費８月補正予算（第６号）の専決処分について、別

紙のとおり市議会に提出することに同意する。  



第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正
（
抜
粋
）

歳
入

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

千
円

千
円

千
円

　
１
　
国
庫
負
担
金

2
0
,
9
5
9
,
3
1
9

3
2
6
,
1
6
1

2
1
,
2
8
5
,
4
8
0

千
円

千
円

千
円

　
１
　
県
負
担
金

5
,
7
4
7
,
4
1
0

9
2
,
9
3
4

5
,
8
4
0
,
3
4
4

千
円

千
円

千
円

　
１
　
市
債

8
,
1
6
6
,
0
0
0

1
,
9
5
8
,
4
0
0

1
0
,
1
2
4
,
4
0
0

歳
出

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

千
円

千
円

千
円

　
４
　
災
害
救
助
費

0
1
0
1
,
3
7
4

1
0
1
,
3
7
4

千
円

千
円

千
円

　
２
　
小
学
校
費

3
,
0
1
0
,
3
4
2

4
2
,
1
7
8

3
,
0
5
2
,
5
2
0

千
円

千
円

千
円

　
３
　
中
学
校
費

1
,
4
6
5
,
5
5
1

3
,
6
0
0

1
,
4
6
9
,
1
5
1

千
円

千
円

千
円

　
４
　
特
別
支
援
学
校
費

3
4
0
,
2
4
5

3
0
0

3
4
0
,
5
4
5

千
円

千
円

千
円

　
５
　
高
等
学
校
費

1
,
4
1
9
,
7
1
6

1
,
0
0
0

1
,
4
2
0
,
7
1
6

千
円

千
円

千
円

　
６
　
社
会
教
育
費

4
,
4
1
7
,
7
2
6

7
,
0
4
1

4
,
4
2
4
,
7
6
7

千
円

千
円

千
円

　
３
　
文
教
施
設
災
害
復
旧
費

0
5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

※
　
「
１
６
国
庫
支
出
金
－
１
国
庫
負
担
金
」
の
う
ち
補
正
額
2
,
3
3
3
千
円
が
教
育
委
員
会
分

　
１
７
　
県
支
出
金

　
２
３
　
市
債

　
１
０
　
教
育
費

※
　
「
２
３
市
債
－
１
市
債
」
の
う
ち
補
正
額
3
1
,
2
0
0
千
円
が
教
育
委
員
会
分

　
１
１
　
災
害
復
旧
費

　
３
　
民
生
費

※
　
「
３
民
生
費
－
４
災
害
救
助
費
」
の
う
ち
補
正
額
2
0
0
千
円
が
教
育
委
員
会
分

　
１
６
　
国
庫
支
出
金

※
　
「
１
７
県
支
出
金
－
１
県
負
担
金
」
の
う
ち
補
正
額
2
0
0
千
円
が
教
育
委
員
会
分

議案５３－４



第
２
表
　
地
方
債
補
正
（
抜
粋
）

（
追
加
）

千
円

％

災
害
復
旧
事
業

54
2,
00
0

普
通
賃
借
又
は

証
券
発
行

２
．
０
以
内

（
た
だ
し
、
利
率
見
直

し
方
式
で
借
り
入
れ
る

資
金
に
つ
い
て
、
利
率

の
見
直
し
を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、
当
該
見

直
し
後
の
利
率
）

（
変
更
）

義
務
教
育
施
設
整
備
事
業

社
会
教
育
施
設
整
備
事
業

補
正
後

限
度
額

千
円

7
9
0
,
9
0
0

限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

　
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
そ
の
融
資

条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の
場
合

に
は
そ
の
債
権
者
と
協
定
す
る
事
項

に
よ
る
。

　
た
だ
し
、
市
財
政
の
都
合
に
よ
り

据
置
期
間
を
短
縮
し
、
も
し
く
は
繰

上
償
還
又
は
低
利
に
借
換
え
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

4
1
1
,
8
0
0

起
債
の
目
的

起
債
の
目
的

補
正
前

限
度
額

千
円

78
8,
00
0

※
　
「
災
害
復
旧
事
業
」
の
う
ち
補
正
額
5,
00
0千

円
が
教
育
委
員
会
分

千
円

千
円

38
8,
50
0

議案５３－５



 

 

 

 



令
和

５
年

度
９

月
補

正
予

算
　

調
整

資
料

（
災

害
分

）
教

育
部

財
　

　
　

　
源

　
　

　
　

内
　

　
　

　
訳

令
和

５
年

度
予

算
要

求
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源
要

　
　

　
　

　
求

　
　

　
　

　
内

　
　

　
　

　
容

当
初

予
算

額
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円

5
,0

00
5
,0

00
0

◎
小

学
校

施
設

災
害

復
旧

事
業

5
,0

0
0
千

円

・竹
野

小
　

グ
ラ

ウ
ン

ド
・屋

内
運

動
場

の
原

状
復

旧
5,

00
0千

円

12
,4

00
3
,0

00
9,

40
0

◎
小

学
校

施
設

維
持

管
理

事
業

1
2
,4

0
0
千

円
3
,6

00
3,

60
0

◎
中

学
校

施
設

維
持

管
理

事
業

3
,6

0
0
千

円
30

0
30

0
◎

特
別

支
援

学
校

施
設

維
持

管
理

事
業

3
0
0
千

円
1
,0

00
1,

00
0

◎
高

等
学

校
施

設
維

持
管

理
事

業
1
,0

0
0
千

円
・6

/3
0（

金
）か

ら
の

大
雨

で
、

雨
漏

り
等

確
認

。
 学

校
運

営
に

支
障

を
き

た
す

た
め

、
緊

急
に

対
応

が
必

要
で

あ
り

、
特

に
児

童
生

徒
 へ

の
影

響
が

高
い

こ
と

か
ら

、
修

繕
料

お
よ

び
委

託
料

を
補

正
要

求
す

る
も

の
。

小
学

校
（2

7校
）

9,
40

0千
円

中
学

校
（1

3校
）

3,
60

0千
円

特
別

支
援

学
校

（1
校

）
30

0千
円

高
等

学
校

（2
校

）
1,

00
0千

円

・草
野

小
被

害
状

況
：学

校
敷

地
内

に
土

砂
流

入
、

正
門

通
路

・側
溝

破
損

修
繕

通
路

・側
溝

修
繕

3,
00

0千
円

款
項

目
： 

11
-
3
-1

避
難

所
と

し
て

使
用

し
て

い
る

学
校

施
設

の
原

状
復

旧
に

要
す

る
費

用
を

補
正

要
求

す
る

も
の

。
小

学
校

施
設

災
害

復
旧

事
業

（
学

校
施

設
課

）

款
項

目
：1

0-
2
-1

、
10

-3
-1

10
-4

-1
、

10
-5

-1
一

般
事

業
学

校
施

設
維

持
管

理
事

業 （
学

校
施

設
課

）

要
　

求
　

事
　

項

議案５３－資料１



令
和

５
年

度
９

月
補

正
予

算
　

調
整

資
料

（
災

害
分

）
教

育
部

財
　

　
　

　
源

　
　

　
　

内
　

　
　

　
訳

令
和

５
年

度
予

算
要

求
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源
要

　
　

　
　

　
求

　
　

　
　

　
内

　
　

　
　

　
容

当
初

予
算

額
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円

2
00

2
00

0
◎

被
災

し
た

児
童

・
生

徒
へ

の
学

用
品

の
給

与
2
0
0
千

円
72

6,
18

4
（小

学
校

）
・

住
家

の
床

上
浸

水
に

よ
る

喪
失

、
損

傷
等

に
よ

り
使

用
不

能
と

な
っ

た
学

用
品

の
児

童
生

徒
へ

の
給

与
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

・
災

害
救

助
法

適
用

　
国

県
負

担
 1

0/
10

（限
度

額
あ

り
）

33
3,

29
2

（中
学

校
）

款
項

目
：
03

-
0
4-

0
1

標
準

経
費

災
害

救
助

費

（
学

校
教

育
課

）
【積

算
内

訳
】

　
・小

学
校

　
　

 1
36

千
円

（学
用

品
、

教
科

書
）

　
・中

学
校

  
 　

　
62

千
円

（学
用

品
、

教
科

書
）

　
・高

等
学

校
  
  
 2

千
円

（教
科

書
）

要
　

求
　

事
　

項

議案５３－資料２



令
和
５
年
度
９
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料
（
災
害
分
）

教
育
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
５
年
度

予
算
要
求
額

国
県
支
出
金

地
方

債
そ

の
他

一
般

財
源

要
　
　
　
　
　
求
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

当
初
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

1
7
,5
5
7

1
0
,5
0
0

7
,0
5
7
◎
被
災
し
た
学
校
備
品
等

1
7
,5
5
7
千
円

・
大
橋
小
学
校

1
6
,9
5
0
千
円

学
校
備
品

1
0
,1
2
2
千
円

消
耗
品

6
,8
2
8
千
円

・
田
主
丸
小
学
校

6
0
7
千
円

学
校
備
品

3
9
6
千
円

消
耗
品

2
1
1
千
円

要
　
求
　
事
　
項

床
上
浸
水
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
大
橋
小
学
校
及
び
田
主
丸
小
学
校
の

体
育
用
品
や
図
書
な
ど
の
学
校
備
品
や
消
耗
品
の
買
換
え
に
要
す
る
費
用
。

款
項
目
：
1
0
-
0
2
-
0
1

小
学
校
管
理
費

（
学
校
教
育
課
）

議案５３－資料３



令
和

５
年

度
９

月
補

正
予

算
　

調
整

資
料

（
災

害
分

）
教

育
部

財
　

　
　

　
源

　
　

　
　

内
　

　
　

　
訳

令
和

５
年

度
予

算
要

求
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源
要

　
　

　
　

　
求

　
　

　
　

　
内

　
　

　
　

　
容

当
初

予
算

額
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円

3
,0

6
7

2
,9

0
0

1
6
7

◎
牧

教
育

集
会

所
土

砂
流

入
に

よ
る

対
応

 
3
,0

6
7
千

円
8
,7

9
2

　　
洪

水
に

よ
り

土
砂

が
流

入
し

、
堆

積
し

た
室

内
の

対
応

を
要

す
る

。
　

現
在

、
集

会
所

の
利

用
が

で
き

な
い

状
態

で
あ

る
た

め
、

下
記

の
記

載
内

容
に

つ
い

て
業

務
委

託
、

修
繕

及
び

備
品

の
購

入
を

行
う

も
の

。

【
業

務
委

託
】
　

　
　

２
４

４
千

円
　

・
館

内
清

掃
消

毒
、

大
会

議
室

タ
イ

ル
カ

ー
ペ

ッ
ト
・
和

室
畳

撤
去

　
・
カ

ー
テ

ン
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
、

搬
出

運
搬

　
　

2
2
1
,7

6
0
円

×
1
.1

＝
2
4
3
,9

3
6
円

【
修

繕
】
　

　
　

　
２

，
３

９
３

千
円

　
・
大

会
議

室
・
事

務
室

等
、

館
内

の
カ

ー
ペ

ッ
ト
、

床
材

、
畳

、
壁

ク
ロ

ス
の

張
替

え
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
2
,1

7
5
,0

0
0
円

×
1
.1

＝
2
,3

9
2
,5

0
0
円

　 【
備

品
購

入
】
　

　
４

３
０

千
円

　
・
冷

蔵
庫

　
 1

4
8
,0

0
0
円

　
（
市

の
備

品
）

　
・
演

　
台

　
　

2
3
2
,1

0
0
円

　
（
　

　
〃

　
　

）
　

・
掃

除
機

　
　

4
9
,5

0
0
円

　
（
　

　
〃

　
　

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

合
計

 4
2
9
,6

0
0
円

（
税

込
）

【
そ

の
他

】
　

市
有

物
件

 建
物

総
合

損
害

共
済

加
入

施
設

に
つ

き
、

災
害

共
済

金
を

見
込

む
　

　
【
共

済
金

見
込

額
 ＝

 損
害

復
旧

額
×

約
５

０
％

】
　

※
備

品
は

対
象

外

要
　

求
　

事
　

項

款
項

目
：
1
0
-
0
6
-
0
4

教
育

集
会

所
整

備
事

業

（
学

校
教

育
課

）

議案５３－資料４



令
和
５
年
度
９
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料
（
災
害
分
）

教
育
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
５
年
度

予
算
要
求
額

国
県
支
出
金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源
要
　
　
　
　
　
求
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

当
初
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

1
2
,2

2
1

2
,3

3
3

9
,8

0
0

8
8
◎

小
学

校
施

設
災

害
復

旧
千
円

大
橋

小
学

校
千
円

要
　
求
　
事
　
項

款
項
目
：
1
0
-
0
2
-
0
1

1
2
,2

2
1

  
令

和
５

年
７

月
の

大
雨

に
よ

り
、

床
上

浸
水

し
た

給
食

室
や

浄
化

槽
の

設
備

等
に

被
害

が
発

生
し

た
。

  
２

学
期

開
始

ま
で

に
、

給
食

室
や

浄
化

槽
の

機
能

を
復

旧
す

る
た

め
に

は
、

早
急

に
修

繕
を

行
う

こ
と

が
必

要
で

あ
り

、
そ

の
た

め
の

経
費

に
つ

い
て

補
正

予
算

を
お

願
い

す
る

も
の

。
小
学
校
管
理
費

浄
化

槽
修

繕
料

浄
化

槽
機

器
修

繕
一

式
1
1
,6

8
8

（
学
校
保
健
課
）

1
2
,2

2
1

教
室

名
等

費
　

目
内

　
　

容
金

額
(千

円
）

給
食

室
修

繕
料

食
器

洗
浄

器
・
冷

蔵
庫

な
ど

5
点

5
3
3

7
/
1
1
大
橋
小

給
食
室

浄
化

槽
機

器
修

繕
料

分

3
,5
0
0
千

円
×
2
/3

浄
化

槽
復

旧
作

業
費

1
.被

災
状

況
　

  
  
 

浄
化

槽
設

置
の

敷
地

内
に

土
砂

が
流

入
し

、
制

御
盤

や
ブ

ロ
ア

が
機

能
不

全
と

な
っ

た
。

2
.浄

化
槽

使
用

施
設

　

学
校

施
設

及
び

学
童

保
育

所

3
.修

繕
内

訳
（

単
位

：
千

円
）

金
額

国
補

助
2
/3

①
7
,5

0
0

内
訳

制
御

盤
・

ブ
ロ

ア
の

機
器

費
及

び
据

付
費

等
3
,5

0
0

2
,3

3
3

同
上

嵩
上

及
び

配
管

延
長

費
用

、
仮

設
運

転
費

4
,0

0
0

②
2
,8

3
8

③
1
,3

5
0

1
1
,6

8
8

2
,3

3
3

※
金

額
は

概
算

で
あ

り
、

今
後

変
更

の
可

能
性

あ
り

4
.復

旧
ま

で
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

内
　

容

 仮
設

ポ
ン

プ
等

の
手

配

 仮
設

の
た

め
の

電
源

確
保

 仮
設

ポ
ン

プ
等

設
置

 本
格

復
旧

※
浄

化
槽

の
修

繕
部

品
は

納
期

ま
で

に
３

ヶ
月

か
か

る
可

能
性

有

未
定

　
　

～
7
/3

1

土
砂

流
入

浄
化

槽
内

く
み

上
げ

流
入

汚
水

処
理

費

項
　

目

浄
化

槽
機

器
費

合
　

計

時
　

期

8
/1

～
8
/1

3

議案５３－資料５



令
和
５
年
度
９
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料
（
災
害
分
）

市
民
文
化
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
５
年
度

予
算
要
求
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源
要
　
　
　
　
　
求
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

当
初
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

3
,9
7
4

3
,9
7
4

◎
田
主
丸
図
書
館
施
設
維
持
管
理
（
災
害
復
旧
）
事
業

3
,9
7
4
千
円

・
書
籍
移
転
委
託
　
1
2
-
1
委
託
料

書
籍
保
護
の
た
め
の
一
時
移
転
費
（
1
0
万
冊
）

3
,9
7
4
千
円

要
　
求
　
事
　
項

款
項
目
：
1
0
-
6
-
3

図
書
館
維
持
補
修
事
業

（
中
央
図
書
館
）

床
上
浸
水
被
害
の
対
応
に
か
か
る
費
用

議案５３－資料６



議案５３－資料７ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他

特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合

においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

 

   ○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則 

昭和39年12月15日 

久留米市教育委員会規則第12号 

(臨時代理) 

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理することが

できる。 

2 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認をうけなければな

らない。 



 

 

 

 



議案５４－１ 

第５４号議案  

 

令和５年度教育費９月補正予算（第７号）に係る意見の  

申出について  

 

上記の議案を提出する。  

令和５年８月２８日  

教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

 令和５年度教育費９月補正予算（第７号）について、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条

の規定に基づき、市長から意見を求められたものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 



議案５４－２ 

 

令和５年度教育費９月補正予算（第７号）に係る意見の  

申出について  

 

 令和５年度教育費９月補正予算（第７号）について、別紙のとおり

市議会に提出することに同意する。  

 

 



第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正
（
抜
粋
）

歳
入

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

千
円

千
円

千
円

　
１
　
国
庫
負
担
金

2
1
,
2
8
5
,
4
8
0

9
8
6
,
6
3
0

2
2
,
2
7
2
,
1
1
0

千
円

千
円

千
円

　
２
　
国
庫
補
助
金

1
3
,
7
6
2
,
7
2
9

2
0
9
,
7
0
7

1
3
,
9
7
2
,
4
3
6

千
円

千
円

千
円

　
１
　
市
債

1
0
,
1
2
4
,
4
0
0

2
,
3
3
7
,
0
5
9

1
2
,
4
6
1
,
4
5
9

歳
出

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

千
円

千
円

千
円

　
１
　
総
務
管
理
費

1
1
,
4
3
4
,
4
2
4

7
7
7
,
8
4
9

1
2
,
2
1
2
,
2
7
3

千
円

千
円

千
円

　
１
　
教
育
総
務
費

2
,
2
1
0
,
0
7
7

2
4
5

2
,
2
1
0
,
3
2
2

千
円

千
円

千
円

　
２
　
小
学
校
費

3
,
0
5
2
,
5
2
0

1
,
0
9
4

3
,
0
5
3
,
6
1
4

千
円

千
円

千
円

　
４
　
特
別
支
援
学
校
費

3
4
0
,
5
4
5

3
1
,
2
3
1

3
7
1
,
7
7
6

千
円

千
円

千
円

　
３
　
文
教
施
設
災
害
復
旧
費

5
,
0
0
0

3
6
,
0
0
0

4
1
,
0
0
0

※
　
「
１
６
国
庫
支
出
金
－
１
国
庫
負
担
金
」
の
う
ち
補
正
額
2
2
,
6
6
6
千
円
が
教
育
委
員
会
分

　
２
３
　
市
債

　
１
０
　
教
育
費

　
１
６
　
国
庫
支
出
金

　
２
　
総
務
費

※
　
「
２
３
市
債
－
１
市
債
」
の
う
ち
補
正
額
2
3
,
1
0
0
千
円
が
教
育
委
員
会
分

　
１
１
　
災
害
復
旧
費

※
　
「
２
総
務
費
－
１
総
務
管
理
費
」
の
う
ち
補
正
額
1
,
7
3
3
千
円
が
教
育
委
員
会
分
の
国
県
等
返
還
金

※
　
「
１
６
国
庫
支
出
金
－
２
国
庫
補
助
金
」
の
う
ち
補
正
額
8
,
9
6
5
千
円
が
教
育
委
員
会
分

議案５４－３



第
２
表
　
繰
越
明
許
費
補
正
（
抜
粋
）

（
追
加
）

１
０
　
教
育
費

　
４
　
特
別
支
援
学
校
費

　
特
別
支
援
学
校
施
設
維
持
管
理
事
業
に
か
か
る
工
事
費

3
1
,
2
3
1

款
項

事
業
名

金
額

議案５４－４



第
３
表
　
地
方
債
補
正
（
抜
粋
）

（
追
加
）

千
円

％

特
別
支
援
学
校
施
設
整
備
事
業

9,
80
0

普
通
賃
借
又
は

証
券
発
行

２
．
０
以
内

（
た
だ
し
、
利
率
見
直

し
方
式
で
借
り
入
れ
る

資
金
に
つ
い
て
、
利
率

の
見
直
し
を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、
当
該
見

直
し
後
の
利
率
）

（
変
更
）

災
害
復
旧
事
業

※
　
上
記
の
う
ち
補
正
額
13
,3
00
千
円
が
教
育
委
員
会
分

起
債
の
目
的

起
債
の
目
的

補
正
前

限
度
額

千
円

千
円

54
2,
00
0

補
正
後

2
,
6
2
1
,
2
0
0

限
度
額

限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

　
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
そ
の
融
資

条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の
場
合

に
は
そ
の
債
権
者
と
協
定
す
る
事
項

に
よ
る
。

　
た
だ
し
、
市
財
政
の
都
合
に
よ
り

据
置
期
間
を
短
縮
し
、
も
し
く
は
繰

上
償
還
又
は
低
利
に
借
換
え
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

議案５４－５





令
和
５
年
度
９
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料

教
育
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
５
年
度

予
算
要
求
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源
要
　
　
　
　
　
求
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

当
初
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

1
,7

3
3

1
,7

3
3
◎
国
県
等
返
還
金

1
,7
3
3
千
円

0
　

 R
4
.7

月
荒

木
小

学
校

お
よ

び
8
月

屏
水

中
学

校
の

落
雷

被
害

に
伴

う
復

旧
修

繕
に

つ
い

て
、

公
立

諸
学

校
建

物
其

他
災

害
復

旧
費

負
担

金
（
以

下
「
災

害
復

旧
費

負
担

金
」
と

い
う

。
）
の



交

付
及

び
建

物
総

合
損

害
共

済
災

害
共

済
金

（
以

下
「
共

済
金

」
と

い
う

。
）
の

確
定

に
伴

い
そ

の
差

額
の

精
算

を
行

う
も

の
。

・
返

還
金

　
　

　
　

　
　

1
,7

3
3
千

円

3
1
,2

3
1

8
,9

6
5

1
7
,3

0
0

4
,9

6
6

◎
特
別
支
援
学
校
施
設
維
持
管
理
事
業

3
1
,2
3
1
千
円

3
,2

5
0

　
令

和
4
年

度
3
月

補
正

計
上

済
の

エ
レ

ベ
ー

タ
設

置
が

、
作

業
員

不
足

に
よ

り
年

度
内

完
了

が
困

難
な

た
め

、
現

在
、

文
部

科
学

省
と

対
応

を
協

議
中

。
特

別
支

援
学

校
の

エ
レ

ベ
ー

タ
更

新
は

喫
緊

の
課

題
で

あ
る

た
め

、
歳

出
予

算
の

再
計

上
お

よ
び

繰
越

明
許

費
の

設
定

を
行

う
も

の
。

・
工

事
請

負
費

　
　

　
　

3
1
,2

3
1
千

円

特
別
支
援
学
校
施
設
維

持
管
理
事
業

（
学
校
施
設
課
）

款
項
目
：
2
-
1
-
1
9

標
準
経
費

国
県
等
返
還
金

（
学
校
施
設
課
）

一
般
事
業

要
　
求
　
事
　
項

款
項
目
：
1
0
-
4
-
1

全
事
業
費

差
額
ｅ

ａ
ｂ

災
害
復
旧
費

負
担
金
ｃ

共
済
金
ｄ

（
ｂ
－
ａ
）

荒
木
小

2
,
8
5
8

3
,
0
5
7

1
,
9
0
5

1
,
1
5
2

1
9
9

屏
水
中

3
,
6
6
3

5
,
1
9
7

2
,
4
4
2

2
,
7
5
5

1
,
5
3
4

学
校
名

合
計
ｂ
＝
（
ｃ
＋
ｄ
）

【
繰
越
明
許
費
】

○
工
事
請
負
費

3
1
,2
3
1
千
円

議案５４－資料１

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金
（
国
）
1
/
2

学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
：
充
当
率
9
0
％
・
7
5
％



令
和
５
年
度
９
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料

教
育
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
５
年
度

予
算
要
求
額

国
県
支
出
金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源
要
　
　
　
　
　
求
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

当
初
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

2
4
4

2
4
4
◎
　
学
校
規
模
対
策
事
業

2
4
5
千
円

2
3
3

・
統
合
準
備
協
議
会
委
員
謝
金

1
0
3
千
円

（
1
,0
3
1
円
×
7
名
×
2
校
区
×
7
回
+
1
,0
0
0
）

・
消
耗
品
等

1
2
7
千
円

統
合
準
備
協
議
会
ニ
ュ
ー
ス
用
用
紙
代
（
1
,2
3
0
円
×
8
5
包
×
1
.1
）

そ
の
他
消
耗
品
（
1
0
,0
0
0
円
×
1
.1
）

・
統
合
準
備
協
議
会
会
場
借
上
げ
料

1
5
千
円

（
1
,5
0
0
円
×
7
回
＋
1
0
0
円
×
6
回
×
7
回
）

要
　
求
　
事
　
項

款
項
目
：
1
0
-
1
-
2

学
校
規
模
対
策
事
業

（
教
育
部
総
務
）

　
令
和
７
年
４
月
の
小
学
校
統
合
に
向
け
た
、
統
合
準
備
協
議
会
の
設
置
に
か

か
る
費
用
を
計
上
す
る
も
の

議案５４－資料２



令
和
５
年
度
９
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料

教
育
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
５
年
度

予
算
要
求
額

国
県
支
出
金
地

方
債
そ

の
他
一
般
財
源

要
　
　
　
　
　
求
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

当
初
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

9
5
7

9
5
7
◎
交
流
学
習
・
行
事
の
実
施

9
5
7
千
円

7
2
6
,1
8
4

○
交
流
事
業
に
係
る
バ
ス
借
上
料

3
3
0
千
円

5
5
,0
0
0
円
×
1
台
×
6
回

※
各
学
年
1
回
ず
つ
を
想
定

○
小
学
校
統
合
交
流
事
業
交
付
金

6
2
7
千
円

1
,1
0
0
円
×
5
7
0
人

※
6
/
2
8
時
点
児
童
数
…
高
良
内
小
5
1
4
人
、
青
峰
小
5
6
人

1
3
7

1
3
7
◎
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
配
置
拡
充

1
3
7
千
円

6
,7
0
2

○
交
流
学
習
等
の
実
施
時
期
か
ら
不
安
解
消
の
た
め
の
配
置
（
R
5
.1
0
～
R
6
.3
）

5
,6
7
0
円
×
4
H
×
1
校
×
6
か
月

款
項
目
：
1
0
-
2
-
1

標
準
経
費

小
学
校
管
理
費

（
学
校
教
育
課
）

款
項
目
：
1
0
-
2
-
2

一
般
事
業

小
学
校
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
活
用
事
業

（
学
校
教
育
課
）

要
　
求
　
事
　
項

議案５４－資料３



議案５４－資料４ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他

特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合

においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

 



 

議案５５－１ 

第５５号議案  

 

久留米市学校給食運営審議会委員の任命又は委嘱について  

 

上記の議案を提出する。  

令和５年８月２８日  

教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

 久留米市学校給食運営審議会規則（令和５年久留米市教育委員会規

則第７号）第２条の規定により、久留米市学校給食運営審議会委員を

任命し、又は委嘱しようとするものである。  



区　　　　分 氏　　　　名 所　　　　　　　属 任　　　　期

ひろしげ　　こうじ

教 育 委 員 会 が
適 当 と 認 め る も の

廣重　宏冶 ＪＡくるめ青年部

久留米市学校給食運営審議会委員の任命又は委嘱について

　  久留米市学校給食運営審議会規則（令和５年久留米市教育委員会規則第７号)第２条の規定により、　下
記の者を久留米市学校給食運営審議会委員に任命し、又は委嘱する。

記

 令和5年8月1日
 から
 令和7年7月31日
 まで

議案５５－２　



区　　　　分 氏　　　　名 所　　　　　　　属 任　　　　期

あべ

(1)学識経験者
安倍　ちか 九州栄養福祉大学

うめき　　　ようこ

梅木　陽子 福岡女子大学

ひえだ　　　まちこ

(2)保護者代表
檜枝　真知子

おおつ　　　ゆか

大津　由香

たなか　　　ゆうじ

田中　祐二

ひがしの　　じゅん

東野　淳

なかむら　　ちえこ

中村　智恵子

こおり　なち

郡　奈知

ひろしげ　　こうじ

(4)教育委員会が適当と
認めるもの

廣重　宏冶 ＪＡくるめ青年部

久留米市学校給食運営審議会委員名簿

(3)小学校校長会、中学
校校長会及び栄養教諭
の代表

 令和5年8月1日
 から
 令和7年7月31日
 まで

久留米市立筑邦西中学校

久留米市立南小学校

久留米市立青陵中学校

小・中学校ＰＴＡ連合協議会

小・中学校ＰＴＡ連合協議会

久留米市立金島小学校

議案５５－資料１



議案５５－資料２ 

○久留米市学校給食運営審議会規則（抜粋）  

 

令和５年３月３１日  

久留米市教育委員会規則第７号  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

（組織）  

第３条  審議会は、委員１０人以内をもって組織する。  

 （委員）  

第４条  審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、

又は任命する。  

 (1) 学識経験者  

 (2) 保護者代表  

 (3) 小学校校長会、中学校校長会及び栄養教諭の代表  

 (4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの  

２  委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。  

３  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  



議案５５－資料３ 

久留米市学校給食運営審議会の開催について 

１ 目的 

 定期的な学校給食費の見直し、給食の栄養バランス、食育や地産地消の取

組など、子ども達の心身の成長にふさわしい給食のあり方について、有識者

による調査審議を行うため、久留米市学校給食運営審議会を開催します。 

２ 審議会について 

(1) 審議会の委員

審議会は、大学教授等、学校関係者、保護者の代表など８人程度で構成

しています。 

(2) 第１回審議会の内容

第１回の審議会では、本市の学校給食の献立、アレルギー対応、地産地

消の取組などのほか、給食費の改定などについて情報共有・意見交換を行

う予定です。 

３ 今後の予定 

 審議会は、年度内に２回の開催を予定しており、第１回の審議会について

は次のとおり開催します。 

日時 令和５年８月２８日（月）１９時から 

会場 市役所本庁舎３０１会議室 

８月定例教育委員会資料 

令和５年８月２８日 

教 育 部 学 校 保 健 課 



 

 

 

 



 議案５６－１  

第５６号議案  

 

市立高等学校の授業中に発生した屋根瓦破損事故による損害

賠償に係る意見の申出について  

 

上記の議案を提出する。  

令和５年８月２８日  

教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

久留米市立南筑高等学校の授業中に発生した家屋の屋根瓦破損事故

により被害者の受けた損害を賠償するに当たり、その額の決定及び和解

について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第２９条の規定に基づき、市長から意見を求められたもの

である。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 議案５６－２  

市立高等学校の授業中に発生した屋根瓦破損事故による損害

賠償に係る意見の申出について  

 

久留米市立南筑高等学校の授業中に発生した屋根瓦破損事故による

損害賠償について、別紙のとおり市議会に提出することに同意する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 議案５６－３  

第   号議案  

 

市立高等学校の授業中に発生した屋根瓦破損事故による損害

賠償について  

 

 上記の議案を提出する。  

  令和５年   月   日  

    久留米市長  原  口  新  五  

 

提案理由  

 久留米市立南筑高等学校の授業中に発生した家屋の屋根瓦破損事故に

より被害者の受けた損害を賠償するに当たり、その額の決定及び和解に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２

号及び第１３号の規定により市議会の議決を求めるものである。  



 議案５６－４  

市立高等学校の授業中に発生した屋根瓦破損事故による損害

賠償について  

 

 市立高等学校の授業中に発生した屋根瓦破損事故による損害賠償につ

いて、紛争を将来に残さないため、別紙和解書を締結し、処理する。  



 議案５６－５  

和  解  書  

 

   甲  久留米市  

     久留米市長  原口  新五  

   乙   

      

１  事故発生日時  

   令和５年６月１４日  

   午後２時１５分頃  

２  事故発生場所  

                （乙宅敷地内）  

３  事故の状況  

   久留米市立南筑高等学校の２年生の体育の授業中、グラウンドで

ソフトボールの打撃練習をしていたところ、打球がフェンスを越え

て乙宅の屋根に当たり、屋根瓦の一部を破損させたもの。  

４  損害の状況  

   乙  物的損害  屋根瓦破損  

 

 上記事故について、次のとおり和解する。  

１  甲は、乙に対し損害賠償金１１９，０００円を支払う。  

  その内容は、乙の屋根瓦修繕料１１９，０００円である。  

２  甲は、前項に規定する損害賠償金を乙の指定する口座に送金して支

払うものとする。  

３  甲及び乙は、上記事故について、前２項の規定によってすべて解決

し、甲乙間にほかに何らの債権債務のないことを確認する。  

 

 

 

 



 議案５６－６  

    甲  久留米市  

      久留米市長  原口  新五  

 

    乙   

       



R5.7.10からR5.8.9受付分まで
※区分の★は新規に申請があったもの

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1 令和5年7月19日(水)～令和4年10月6日(金)
こどもたちによる“平和なまち”絵
画コンテスト2023

ピースフルくるめ推進協議会 なし 後援 学校教育課

2 令和5年8月24日（木）9:30～15:30
令和5年度障がい者就職準備講
座

福岡県　新雇用開発課
久留米リサーチ・パーク 　1
階展示場　2階研修室　4階
訓練室

後援 学校教育課

3 令和5年9月1日(金)～令和6年3月31日(日)
第4回協会けんぽ　健康かべ新
聞コンクール

全国健康保険協会　福岡支
部

福岡県内 後援 学校教育課

4 令和5年11月22日（水）13:50～17:00
令和5年度　筑後地区小学校算
数教育研究大会

久留米市小学校算数教育研
究会

久留米市立東国分小学校 後援 学校教育課

5 令和6年2月18日（日）9:30～17:00
第3回　テレQアナウンスコンクー
ル

株式会社TVQ九州放送 テレQ本社 後援 学校教育課

6 令和5年11月23日(木) 13:00～
令和5年度　久留米市小・中学校
PTA合同研修会

久留米市小・中学校PTA連
合協議会

久留米シティプラザ(久留
米座）

後援 学校教育課

7 令和5年9月10日(日) 9:00～18:00 多種目体験会 リーフラススポーツスクール
久留米市リバーサイドパー
ク

後援 体育スポーツ課

8 令和5年9月22日(金)～24日(日)
第51回九州学生陸上競技選手
権大会

九州学生陸上競技連盟
久留米総合スポーツセン
ター　陸上競技場

後援 体育スポーツ課

9

①令和5年12月26日（火）～複数回実施予定
②令和5年7月30日（土）～31日（日）
③令和5年10月14日（土）～15日（日）
④令和5年12月2日（土）～3日（日）
⑤令和5年12月16日（土）～17日（日）
⑥令和6年2月17日（土）～18日（日）
⑦令和6年4月20日（土）～21日（日）

こども防災＆国際交流キャンプ こども防災協会

①オンライン
②海の中道青少年海の家
③阿蘇青少年交流の家

④秋吉台青少年自然の家
⑤国立夜須高原青少年自

然の家
⑥大分県立九重青少年の

家
⑦深森自然の家

後援★ 生涯学習推進課

10
令和5年12月26日（火）～令和6年1月6日
（土）　合計3回

2023年　冬「能古島自然教室」＆
「九重山自然教室」

能古島青少年育成協会
福岡県福岡市西区能古島
および、大分県玖珠郡九

重町
後援 生涯学習推進課

11
令和5年8月5日（土）・6日（日）・11日（金）・12
日（土）・26日（土）・27日（日）10:00～16:00

ハレルーヤ自由研究 NPO法人くるぶら

御井コミュニティーセン
ター・鳥栖若菜コミュニ

ティーセンター・善導寺コ
ミュニティーセンター・大原

コミュニティーセンター

後援 生涯学習推進課

教育委員会後援事業等に関する報告
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№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

12 令和5年9月24日（日）10:00～16:00
MY STAR MARCHE ～魂ふるえ
るスキを見つけよう～

Spirit color
百年公園　リサーチパーク

前広場
後援★ 生涯学習推進課

13 令和5年9月9日（土）　10:00～15:00
くるめぐるフェスタin石橋文化セン
ター

くるめぐる５施設協議会（事
務局：公益財団法人久留米

文化振興会）
石橋文化センター 後援 生涯学習推進課

14 令和5年11月18日（土）15:00～17:00
キッズミュージカル　アラビアンナ
イト

nano
佐賀市文化会館大ホール
（佐賀市日の出1丁目21-

10）
後援★ 生涯学習推進課

15 令和5年11月23日（祝）14:00～15:30

mamaブラス部心音♪konon♪第
9回ファミリーコンサート『Our
Favorite Songs　～楽しい名曲集
めてみました♫～』

mamaブラス部心音♪konon
♪

筑邦市民センター多目的
ホール

後援 生涯学習推進課

16
令和5年11月3日（金祝）～11月19日（日）
10:00～17:00

石橋文化センター　アートフェス
ティバル2023

（公財）久留米文化振興会
石橋文化センター園内（久

留米市野中町1015）
後援 生涯学習推進課

17 令和5年9月28日（木）10:00～10月3日（火） 国際公募　第6回国際書画展
NPO法人日中国際交流セン

ター
福岡アジア美術館　企画

ギャラリーA/B/C
後援 生涯学習推進課

18 令和5年9月24日（日）11:30～17:00
第１回筑後地域子どもメディカル
ラリー大会

NPO法人筑後地域救急医療
研究会

久留米大学医学部旭町
キャンパス

後援 生涯学習推進課

19
令和5年11月14日（火）～19日（日）10:00～
17:00

第74回　西部示現会展 示現会久留米支部
久留米市美術館　1F展示

室
後援 生涯学習推進課

20
令和5年9月12日（火）、13日（水）、18日（月・
祝）
9:30～12:00

「こどもみらいガイド」講座 一般社団法人みらなび 石橋文化会館 後援★ 生涯学習推進課

21 令和5年9月24日(日）10:00～15:00
久留米連合文化会茶道部第69
回大茶会

久留米連合文化会
久留米シティプラザ　和室・

大会議室・中会議室
後援 生涯学習推進課

22 令和6年1月29日（月）～2月4日（日） 第22回ジュニア青木繁展 久留米連合文化会
えーるピア久留米2F市民

ギャラリー
後援 生涯学習推進課
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５
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度

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
結
果
に
つ
い
て

実
施
日

令
和
５
年
４
月
１
８
日

対
象

小
学
校
６
年
生
（
国
語
・
算
数
）

中
学
校
３
年
生
（
国
語
・
数
学
・
英
語
）

備
考

中
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英
語
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令
和
元
年
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か
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４
年
ぶ
り
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施

平
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率
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校
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学
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▲
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・
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は
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留
米
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正
答
数
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全
国
の
平
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正
答
数
×
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出
し
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は
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こ
と
」
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果
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て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
Ｄ
欄
は
前
回
（
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元
年
度
）
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ま
す
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教
育

委
員

会
資

料
令

和
５

年
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月
２

８
日

教
育

部
学

校
教

育
課

①
小
学
校
は
、
国
語
・
算
数
と
も
昨
年
度
よ
り
全
国
と
の
差
を
縮
め
、
国
語
0.
2ポ

イ
ン
ト
、
算
数
0.
5ポ

イ
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ト
と
な
り
ま
し
た
。

②
中
学
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は
、
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科
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全
国
と
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１
調
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概
要
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力
調
査
の
概
要
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低
位
層
（
0～
4問

正
答
）
の
割
合
は
、
全
国
よ
り

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
上
位
層
（
11
問
以
上
正

答
）
の
割
合
も
少
な
い
状
況
で
す
。

低
位
層
（
0～
4問

正
答
）
の
割
合
は
、
全
国
よ
り

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
上
位
層
（
12
問
以
上
正

答
）
の
割
合
も
少
な
い
状
況
で
す
。
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低
・
中
位
層
（
0～
9問

正
答
）
の
割
合
は
、
全
国
よ
り

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
上
位
層
（
13
問
以
上
正
答
）
の

割
合
は
、
全
国
と
の
差
が
大
き
い
状
況
で
す
。

低
位
層
（
0～
5問

正
答
）
の
割
合
は
、
全
国
よ
り
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
中
・
上
位
層
（
7問

以
上
正
答
）
の

割
合
は
、
全
国
よ
り
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
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全
国

低
位
層
（
0
～
4
問
正
答
）
の
割
合
は
、
全
国
と
の
差

が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
中
・
上
位
層
（
9問

以
上

正
答
）
の
割
合
は
、
全
国
よ
り
少
な
い
状
況
で
す
。
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①
国
語
の
授
業
の
内
容
が
よ
く
わ
か
る

５
児
童
生
徒
へ
の
質
問
に
関
す
る
主
な
調
査
結
果

当
て
は
ま
る
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
当
て
は
ま
る
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小
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当
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は
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と
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え
ば
当
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は
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る
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②
算
数
・
数
学
の
授
業
の
内
容
が
よ
く
わ
か
る
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る
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中

・
肯
定
的
な
回
答
の
割
合
は
、
小
学
校
で
全
国
を
下
回
り
、
中
学
校
で
全
国
を
上
回
り
ま
し
た
。
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③
学
校
に
行
く
の
は
楽
し
い
と
思
う

④
平
日
１
日
当
た
り
の
授
業
以
外
の
学
習
時
間
（
学
習
塾
等
を
含
む
）

・
小
学
校
、
中
学
校
と
も
に
「
全
く
し
な
い
」
を
始
め
、
１
時
間
未
満
の
割
合
が
増
加
し
て
お
り
、
と
も
に
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

当
て
は
ま
る
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
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中

・
肯
定
的
な
回
答
の
割
合
は
、
小
学
校
・
中
学
校
と
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、
中
学
校
で
は
全
国
を
上
回
り
ま
し
た
。
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⑤
自
分
に
は
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る

・
肯
定
的
な
回
答
の
割
合
は
、
小
学
校
・
中
学
校
と
も
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

当
て
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ま
る
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
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当
て
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ま
る
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中

６
今
後
の
取
組
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

①
学
力
向
上
の
た
め
に
は
、
見
え
る
学
力
と
し
て
の
知
識
・
技
能
に
加
え
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
が
よ
り
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め

こ
れ
ま
で
の
教
師
主
導
の
授
業
か
ら
児
童
生
徒
主
体
の
授
業
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、
問
題
解
決
的
な
授
業
展
開
・
子
ど
も
の
思
考
を
促
す
発
問
が
実

践
で
き
る
よ
う
、
学
校
訪
問
や
研
修
を
通
し
た
「
く
る
め
授
業
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
に
よ
る
授
業
改
善
を
進
め
ま
す
。

②
全
国
平
均
を
下
回
る
教
科
で
は
、
無
正
答
を
始
め
と
す
る
学
力
低
位
層
で
、
全
国
と
の
差
が
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
学
習
内

容
を
確
実
に
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
学
習
内
容
の
習
熟
の
程
度
に
応
じ
た
個
別
学
習
や
グ
ル
ー
プ
学
習
、
繰
り
返
し
学
習
等
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

③
学
力
を
水
面
下
で
支
え
る
見
え
な
い
学
力
と
し
て
、
様
々
な
成
功
体
験
や
認
め
合
う
仲
間
の
存
在
、
そ
れ
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
自
己
肯
定
感
や
自

尊
感
情
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
授
業
を
始
め
と
す
る
様
々
な
学
級
活
動
・
体
験
活
動
を
通
し
て
、
楽
し
い
学
校
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

④
働
き
方
改
革
に
よ
る
負
担
軽
減
や
風
通
し
の
よ
い
学
校
経
営
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
員
が
や
り
が
い
を
持
っ
て
子
ど
も
に
向
き
合
う
こ

と
が
で
き
る
学
校
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。
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報告３－１ 

令和４年度小中学校英語教育充実事業の取組について

１ 事業の目的 

 英語の技能別に見出した課題をもとに授業改善を図り、中学生の英語運用能力を育成

する。 

２ 事業の概要 

（１）中学校英語授業改善プロジェクトの実施（令和４・５年度）

ＧＴＥＣの結果を分析し、小中学校の授業改善のため方策を検討する。

① メンバー

・小学校教員（４名）

・中学校英語科教員（各２名）

・学校教育課指導主事

☆アドバイザーとして江頭教育委員

② 実施回数 令和４年度は９回開催（授業研究５回を含む）

③ 主な取組成果

令和３年度までの結果で明らかになった「話す」の弱点克服のため、メンバー

による授業実践を重ね、小中学校で共通実践できる効果的な指導方法を見出す

ことができている。市内全小中学校で共通実践できるよう、その具体的な指導

方法について周知する予定である。

（２）ＧＴＥＣ受検

令和４年度ＧＴＥＣの概要

① 受検者 市立中学校２年生（現３年生） 欠席者を除いた ２１７３名

② 受検日 令和５年１月１６日～２０日

③ 事業費 １，１５１６，９００円

④ 受検区分 ＧＴＥＣ Ｃｏｒｅ

８月定例教育委員会資料 

令和５年８月２８日 

教 育 部 学 校 教 育 課 
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⑤ 受検結果 ※  は令和３年度との比較。 

技能 
読む 

(Reading) 

聞く 

(Listening) 

書く 

(Writing) 

話す 

(Speaking) 

合計 

(Total) 

スコア上限値 210 210 210 210 840 

R4 

全国中２平均 84.0 96.0 136.0 88.0 406.0 

久留米市平均 79.0 87.9 125.3 77.3 372.6 

ＣＥＦＲ－Ｊ A1.1 A1.1 A1.2 Pre-A1 A1.2 

R3 

全国中２平均 82.0 93.0 134.0 87.0 399.0 

久留米市平均 77.7 95.5 117.9 84.5 377.5 

ＣＥＦＲ－Ｊ A1.1 A1.2 A1.2 A1.1 A1.2 

R2 

全国中２平均 75.0 95.0 113.0 84.0 374.0 

久留米市平均 79.7 84.0 125.2 74.8 366.2 

ＣＥＦＲ－Ｊ A1.1 A1.1 A1.2 Pre-A1 A1.1 

※「ＣＥＦＲ－Ｊ」…日本の英語教育での利用を目的とした英語能力の到達度指標。

（A1.2以上が英語検定３級程度と想定されている。） ＊別紙資料を参照

※全国平均については、全国の中学２年生が全て受検したものではない。

⑥ 結果を踏まえた課題

・「聞く」、「話す」については、令和３年度と比較するとレベルが下降してお

り、特に「話す」における小中間の接続を意識した共通実践が必要である。 

・「読む」「書く」については、令和３年度と比較するとスコアが上昇している

が、４技能をバランス良く指導する必要がある。 

・小中学校教育研究会外国語部会と課題の共有を図り、効果的な指導方法の共

通実践に向け連携する必要がある。

３ 今後の取組 

■久留米市小・中学校英語授業改善プロジェクトについて

令和５年度は、令和４年度に引き続き、小・中学校英語授業改善プロジェクトを 

実施する。小学校の外国語活動及び外国語科、さらに、中学校の外国語科の小中 

７年間を通して、「話すこと」（やり取り）において共通実践できる指導方法を市

内小中学校に提案する。 

結
果
の
共
有

＜プロジェクト会議＞ 

・「話すこと（やり取り）」

のおける市内小中学校で

共通実践できる指導方法

の研究 

・小・中教研との連携

GTECの実施 

（中２を対象） 

チームメン

バーによる 

授業実践 

共
通
指
導
方
法
の
開
発
と
提
供 
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【各資格・検定試験と CEFRとの対照表〔文部科学省（平成３０年３月）〕からの抜粋】 
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報告４－１ 

 

ジュニア ICTリーダーの育成について 

 
 

１ 趣旨 

  久留米市では、国の GIGA スクール構想に基づき、児童生徒の ICT スキル、情報

リテラシーの定着等を目的とする様々な教育活動を推進しています。 

こうした活動の一環として、情報活用力を主体的に発揮することができる児童生

徒の育成を目指して「くるめっ子ジュニア ICT リーダープログラム」を Google 社

と連携して実施しています。 
 
 

２ 実施概要 

（１）開催日時 

 第 1回 第 2回 第 3回 

1 7/2(日)  9時～12時 8/26(土)  9時～15時 12/ 9(土)  9時～15時 

2 7/2(日) 13時～16時 8/27(日)  9時～15時 12/10(日)  9時～15時 

  ＊会場 教育センター又は北野小学校 

（２）対象者・参加状況 

【対象者】小学 5年生及び中学 2年生（希望者） 

【参加者】61人（小学 5年生 53人・中学 2年生 8人） 

（３）プログラムの内容 

①基本   ／ Chromebook基本操作・ショートカットキーの使い方・ 

情報リテラシー 

②自己表現 ／ Googleスライドの作り方・プレゼンテーションの方法 

③情報発信 ／ Googleサイト(ホームページ)の作り方 

 

   

 

 

 

８月定例教育委員会資料 
令和５年８月２８日 
教育部教育 ICT 推進課 



 

報告４－２ 

３ EDIX関西（大阪市）での代表児童による事例発表 

令和 5 年 6 月 16 日に大阪市で開催された「EDIX(教育総合展)関西」において、

昨年度このプログラムに参加した南薫小学校の児童 2 名が事例発表を行いました。 

 

【プレゼンの状況】 

 

多くの来場者の前で Google サイトなど
を使い、久留米の魅力や南薫小学校での
GIGA ス ク ー ル の 取 組 状 況 な ど を
Chromebookによりプレゼンしました。 
 
子どもによる事例発表は久留米市のみ
で、来場者から高い評価を受けました。 

 

 

【児童が作成したサイト（抜粋）】 
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学校敷地内における車両損傷事故の発生について 

 

１ 発見日時 

令和５年８月１０日（木） 午前７時３０分頃 

 

２ 発生場所 

竹野小学校グラウンド 

 

３ 事故相手方 

車 両  普通乗用自動車 

所有者  市内在住の方 

 

４ 事故の状況等 

  竹野小学校グラウンド内のゴール（細身の鉄管を溶接して作られたと見られるも

ので製作者不明）が台風６号の強風で倒れ、近くに駐車していた避難者の車両のボ

ンネットを損傷したもの 

 

５ 損害の状況 

  人的損害  なし 

  物的損害  ボンネットの損傷 

 

６ 位置等 

  

    

発生箇所 

 

 

 

８月定例教育委員会資料 

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ８ 日 

教 育 部 総 務 

 



 

 

 

 



報告６－１

第２５回 紫灘旗全国高校遠的弓道大会の結果について 

１ 概要 

久留米市を全国の弓道を志す高校生のあこがれの地とし、青少年健全育成に寄与する

ために実施した紫灘旗全国高校遠的弓道大会の結果について報告するもの。 

２ 開催日 

令和５年８月１９日（土）、２０日（日） 

３ 会場 

久留米アリーナ 弓道場（久留米市東櫛原町１７０－１） 

４ 主催 

久留米市、紫灘旗全国高校遠的弓道大会実行委員会 

５ 競技内容 

（１）種 類：３選手が各自４射×２回を行い、的中数により順位を決める団体競技 

（２）種 目：遠的競技（射距離６０ｍ、霞的の直径１００ｃｍ） 

（３）種 別：高校男子の部・高校女子の部 

（４）参 加 数：６２校（男子３２校、女子３０校）

選手２４３名（男子１２８名、女子１１５名） 

※１チーム：選手３名・補欠１名・監督１名

６ 成績結果 

男子 女子 

優勝 埼玉県立浦和高等学校 鹿児島県立加治木工業高等学校 

準優勝 鹿児島実業高等学校 鹿児島県立伊集院高等学校 

３位 
鹿児島県立加治木工業高等学校 鹿児島県立加治木高等学校 

徳島県立徳島科学技術高等学校 東京都立東高等学校 

５位 

香川県立丸亀城西高等学校 桐生市立商業高等学校 

松戸市立松戸高等学校 埼玉県立草加東高等学校 

慶應義塾湘南藤沢高等部 東京都立芦花高等学校 

鹿児島県立鹿児島南高等学校 筑紫台高等学校 

８月定例教育委員会資料
令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ８ 日
市民文化部体育スポーツ課
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